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令和６年第４回吉川市教育委員会会議 

付議案件等一覧 

番号 議案等番号 件              名 

１ 第１２号議案 第２５採択地区教科用図書採択協議会規約等について 

２ 第１３号議案 学校運営協議会委員の任命について 
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第１２号議案 

   第２５採択地区教科用図書採択協議会規約等について 

 市内中学校の生徒が令和７年度に使用する教科用図書の採択に関する規約及び規程等を

別紙のとおり定めることについて議決を求める。 

  令和６年４月２２日提出 

吉川市教育委員会教育長 戸張利恵   

提案理由 

 第２５採択地区教科用図書採択協議会を適切に運用するため、この案を提出するもので

ある。  
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第２５採択地区教科用図書採択協議会規約     
                                        

第１章 総 則 

 

（目的）  

第１条 この採択地区協議会（以下「協議会」という。）は、「義務教育諸学校の 

   教科用図書の無償措置に関する法律(昭和３８年法律１８２号)第１３条第４ 

   項の規定」及び「埼玉県教科用図書採択地区の設定について（平成３１年２月

２２日教義指第１１８３号）」に基づき、第２５採択地区内の小学校及び中学

校において使用する教科用図書の採択について協議することを目的とする。 

 

（名称） 

第２条 この協議会は、第２５採択地区教科用図書採択協議会と称する。 
 

(協議会を設ける市の教育委員会) 

第３条 協議会は、次に掲げる市の教育委員会(以下「関係市教育委員会」という。) 

   が、これを設ける。 

   (1) 三郷市教育委員会 

   (2) 八潮市教育委員会 

   (3) 吉川市教育委員会 

    

第２章 組 織  

 

（事務局）  

第４条 協議会の事務局は、関係市教育委員会で協議して決める。  

 

（組織）  

第５条 協議会は、委員６名をもって組織する。 

 

(委員) 

第６条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

   (1) 関係市教育委員会教育長 

   (2) 関係市教育委員会教育長職務代理者(または、教育委員代表者１名) 

  ２ 委員の任期は、１年とする。ただし、任期の途中で委員が交代した場合にお 

   ける後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

 

（役員等）  

第７条 協議会に、つぎの役員等を置く。  

   (1) 会長及び副会長  

  会長は、事務局である教育委員会の教育長(または教育長職務代理者)をもって充 

 てる。 

  副会長は、会長が推薦し委員の承認を得る。 

  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。  

   (2) 監事及び事務担当者 

     監事は、会長が推薦し、委員の承認を得る。 

     監事は、会計の監査にあたる。 

     事務担当者は、会長が委嘱する。 

     事務担当者は、協議会の会計・庶務にあたる。 

別紙 
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第３章 会 議 

 

（会議の招集）  

第８条  協議会の会議は、会長が招集する。 

  ２ 委員３名以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集し 

   なければなない。  

                                                                  

（会議の運営） 

第９条 協議会の会議は、関係市教育委員会に所属する委員それぞれ１名以上が出 

  席しなければ、開くことができない。 

  ２ 会長は、協議会の会議の議長となる。 

  ３ 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で 

   定める。 

  ４ 本規約の改正は、協議会で行うこともできるものとする。 

  協議会の改正は、出席した委員の三分の二以上の多数で議決したときとする。 

 

(教科用図書の選定の方法) 

第１０条 教科用図書の選定は、第１２条第４項の報告及び埼玉県教育委員会が作 

   成した選定資料を参酌し、協議会の会議において協議し、委員全員一致によ 

   って決する。 

   ２ 前項の協議が調わない種目があるときは、委員は、当該種目についてそれ 

    ぞれ選定すべきと考える教科用図書に投票を行い、過半数の投票を得た教科 

    用図書を選定する。 

   ３ 前項の場合において、過半数の投票を得た教科用図書がないときは、最多 

    数の投票を得た２種類の教科用図書について投票を行い、多数を得た教科用 

    図書を選定する。 

   ４ 前項の場合において、投票を行うべき２種類の教科用図書及び選定する教 

    科用図書を定めるに当たり得票数が同じときは、協議の経過を勘案し、会長 

    がこれを決する。  

 

（選定した教科用図書の通知） 

第１１条 前条の規定により教科用図書を選定したときは、会長は、遅滞なく関係市教 

    育委員会に対して、選定した教科用図書の種類及び当該教科用図書を選んだ理  

    由を通知するものとする。   

 

第４章 専門員 

 

第１２条 協議会は、その任務が十分果たされるようにするため、教科用図書の調 

   査研究を行う専門員を置く。  

   ２ 専門員は、第２５採択地区内の学校の校長又は教頭及び主幹教諭又は教諭 

    を充て、種目(または教科)ごとに４名程度とする。  

   ３ 専門員は、会長が当該教育委員会教育長と協議のうえ委嘱する。  

   ４ 専門員は、見本の送付があった全ての教科用図書の調査研究を行い、種目 

    ごとに調査研究の結果を取りまとめた資料を作成し、協議会の会議に報告す 

    る。 
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第５章 学校及び保護者等からの聴取  
 
（学校の研究結果聴取）  

第１３条 協議会は、関係市教育委員会教育長を経て、校長からその学校における 

   教科用図書研究の結果についての報告を求めることができる。  
  

 （保護者の意見聴取）  

第１４条 協議会は、選定に広い視野からの意見を反映させるため、保護者から意 

   見を聴取することができる。  
   

 第６章 議事録及び資料等の公表、会議の公開、情報の公開 
 

(会議の公開） 

第１５条 協議会は原則公開とする。ただし、出席した委員の三分の二以上の多数 

   で議決したときは、一部非公開とすることができる。 
  

（議事録及び資料等の公表） 

第１６条 協議会の会議の議事録、第１２条第４項の資料、採択した教科用図書の種類、 

   採択した理由については、関係市教育委員会において、教科用図書を採択した

後、公表する。 
 
（情報の公開） 

第１７条 協議会は、教科用図書採択終了後における採択結果等に関する情報につ 

   いて次の各項の規定に則って情報を公開する。 

   ２ 情報公開の担当は事務局を担当した市教育委員会とし、当該市の情報公 

    開条例に則って情報を公開する。 

   ３ 情報公開に関する事務処理を迅速かつ簡便に行うため、前項の市の情報 

    公開条例のほかに、第２５採択地区教科用図書採択協議会が別に規定する 

    「基準」に則って情報を公開する。 

   ４ 第２５採択地区教科用図書採択協議会を構成する市の教育委員会が管理 

    する情報については、各市の情報公開条例に則って、情報を公開するもの 

    とする。ただし、情報公開の期日については、第３項の基準に則るものと 

    する。 
 
第７章 経費の支弁の方法 

 

（経費）  

第１８条 協議会に要する経費は、関係市教育委員会の負担とする。 
 

 

付 則  

１   この規約は、令和６年５月１３日から施行する。  
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第２５採択地区教科用図書採択協議会 

情報公開の基準に関する規程  
 

第２５採択地区教科用図書採択協議会 

 

  （目的・趣旨） 

１ この規定は、第２５採択地区教科用図書採択協議会規約第１７条の規定により、情報公 

 開を担当する市町の情報公開条例を補完し、教科用図書採択の公正・公平さに資するため、 

 埼玉県「第２５採択地区教科用図書採択協議会」のもつ情報に関して公開の基準を定める 

 ものである。また、情報公開に関する事務処理を迅速かつ簡便に行うために資するものと 

 する。 

 

（定義） 

２ この規程における「実施機関」とは、次に掲げる機関をいう 

① 第２５採択地区教科用図書採択協議会事務局 

（２）この規程における「公文書」とは、実施機関職員が作成した教科書採択に関する文

書すべてをいう。ただし、次のものを除く 

     ①一般に容易に入手できるもの 

② 県内教科書センターあるいは各市の図書館等において特別に管理されてい 

 る教科書見本本等 

③ 各市教育委員会の管理する次の文書 

 ア 各市の行った教科書研究   イ 各市採択状況 

 ウ 各市の採択会議録（教育委員会記録） 

エ その他教科書採択に関わる各市独自の資料 

 

  （この規程の解釈及び運用） 

３ 実施機関は、この規程の解釈及び運用にあたっては、公文書の公開を請求するものの権

利を尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだり

に公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。 

 

  （適正使用） 

４ この規程により公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この規程の目

的に即して適正に使用しなければならない。 

 

  （公開請求の手続き） 

５ 公文書の公開を請求するものは、次に掲げる事項を記載した書面（以下「公開請求書」

という。）を、公文書を管理している実施機関に提出しなければならない。 

① 氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所

または事業所の所在地） 

② 公開を請求しようとする公文書の名称、その他の公文書を特定するに足りる事

項 

③ 公開を請求しようとする適正な使用目的 

  （２）書面の様式については「様式１」のとおりとする。 

  （３）実施機関は、「公開請求書」に形式上の不備があると認められるときは、公開請

求したもの（以下「公開請求者」という。）に対し、相当期間を指示して、その

補正を求めることができる。 
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（公開の義務） 

６ 実施機関は、前条第１項に規定の「公開請求書」による請求（以下「公開請求」とい

う）があったときは、次の場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなけれ

ばならない。 

① 個人情報。 

② 公開することで個人や団体の利益を害するおそれのあるもの。 

③ 公開することで今後の公正な教科書採択が妨げられるもの。 

   

（公開内容等） 

７ 実施機関の公開する内容については「別表１」のとおりとする。 

 

  （公開請求に対する決定等） 

８ 実施機関は、公開請求にかかる公文書を公開するときは、その旨を決定し、公開請求

者に対し、公開決定に関する通知（以下「公開決定通知書」という）を書面により知

らせなければならない。 

 （２）書面の書式については「様式２」とする。 

 （３）第１項の決定は公開請求があった日から起算して原則１５日以内に行うものとす

るが、本規定の趣旨から、公開請求のあった日から起算して７日以内に行うよう実

施機関は努力するものとする。 

 

  （公開の時期） 

９ 実施機関は、教科用図書を採択後、必要な情報を公開する。 

 

  （費用負担） 

10 この基準に基づく文書の公開については、通信費及び写しの作成等にかかるすべての

費用は公開請求者の負担とする。 

 

  （その他） 

11 第２５採択地区教科用図書採択に関する情報の公開に関する事項に関して、ここに規 

 定する以外の事項について疑義が生じた場合は、市の情報公開条例に則って、判断する 

 ものとする。ただし、必要に応じて第２５採択地区教科用図書採択協議会及び埼玉県教 

 育委員会の指導・助言を受けるものとする。 

 

 

付則 

１  この基準は、令和６年５月１３日から施行する。 
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第２５採択地区教科用図書採択協議会 

情報公開の基準に関する規程の運用について 

 

第２５採択地区教科用図書採択協議会  

 

１ 原則 

（１）採択結果一覧表〔「別表１」記載(6)①〕は開示請求書を必要としない公開情報（常時公

開）とする。 

（２）その他資料（「別表１」記載）は以下のとおりとする。 

① 「公文書公開請求書」を提出、「公文書公開決定等通知書」を送付後、公開とする。 

② 原則として、第２５採択地区に住所を有する者または勤務する者とする。 

 

２ 採択結果一覧 

（１） 事務局受付カウンタ－下に、ソフトケースに入れて請求があった場合に、常時閲覧でき

るようにしておく。 

（２） 写を請求された場合は、閲覧者が有料のコピーをする。 

（３） 郵送費及びコピーは公開請求者の実費とする。 

 

３ 公文書公開請求書（様式１及び別表１） 

（１）郵送での請求は原則認めないこととする。 

 

４ 公文書公開決定等通知書（様式２） 

（１）公開請求書は事務局が受けつける。 

（２）事務局長までの起案として決裁する。 

（３）決裁後「公文書公開決定等通知書」を公開請求した本人に郵送する。 

 

５ 費用 

（１）コピー費用は前項目２の（３）に記載する。 

（２）郵送費用等も公開請求者負担とする。 

 

６ 疑義が生じた場合は、原則、事務局の情報公開条例及び第２５採択地区教科用図書採択協議

会情報公開の基準に関する規程を適用するが、第２５採択地区教科用図書採択協議会及び埼玉

県教育委員会の指導・助言を受けるものとする。 



様式１ 
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第２５採択地区教科用図書採択協議会に関する 

公文書公開請求書 

第２５採択地区 

教科用図書採択協議会長 様 

請求者               

住所または主たる事業所の所在地 

〒                 

住所                

氏名                

連絡先電話番号           

１ 公開を請求する公文書名称または内容 

裏面「別表１」に記載のとおり 

 

２ 公開請求者の区分（次のいずれかをご記入ください） 

（１）第２５採択地区（三郷市・八潮市・吉川市）に住所を有する者（上記と同じ） 

記載の必要なし。 

 

（２）第２５採択地区（三郷市・八潮市・吉川市）に所在する事務所または事業所に勤務する

者 

事務所または事業所の名称                           

連絡先                                    

 

（３）第２５採択地区（三郷市・八潮市・吉川市）に所在する学校に在学する者 

学校の名称                                  

連絡先                                    

 

（４）上記以外の者（公文書の公開を必要とする相当の理由を有する個人または法人その他の団体） 

個人または団体の名称                              

連絡先                                     

 

３ 公開を請求する理由 

 

 

 

 

４ 公開の希望実施方法（□に  を入れてください。） 

（１）□閲覧 

（２）□写しの交付（要実費） 

 

※ ここに記載される個人情報は実施機関において厳重に管理いたします。 

 



別表１ 
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第２５採択地区教科用図書採択協議会に関する文書一覧 

 

会議名等 文書名（公開条件等） 

(1)第１回採択協議会 

□ ①会議次第 

□ ②会議資料（採択協議会委員名簿を含む） 

□ ③議事録（要点記録） 

(2)第２回採択協議会 

□ ①会議次第 

□ ②会議資料 

□ ③調査研究資料 

□ ④議事録（要点記録） 

(3)第１回専門員会 

□ ①会議次第 

□ ②会議資料 

□ ③会議録（要点記録） 

(4)第２回以降 

各専門員会 
□ ①研究計画 

(5)専門員代表者会 
□ ①会議次第 

□ ②会議録（要点記録） 

(6)採択結果 □ ①採択結果一覧（教科書発行所番号と略号を記載） 

(7)会計関係 

□ ①分担金依頼文書 

□ ②決算文書（ただし、決算処理が終了後） 

※予算書は第１回採択協議会資料にあり 

(8)展示会関係 □ ご意見記入用紙（個人の特定できる部分を除く） 

(9)学校票 □ 集計用紙（３市の合計） 

(10)その他 

□ その他公開を請求したい公文書を記載ください。 

可能な限り内容がわかるように記載してください。 

 

 



様式２ 
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第２５採教協第   号  

令和６年  月  日  

 

        様 

 

 

令和６年度第２５採択地区   

教科用図書採択協議会   

 

 

第２５採択地区教科用図書採択協議会に関する 

公文書公開及び部分公開決定等通知書 

 

標記の件について、下記のとおり公文書の公開を決定しましたのでお知らせいたします。 

 

１ 公開の区分（詳細は事項参照） 

   □ 公開   □ 部分公開   □ 非公開 

 

２ 公開する公文書名等 

 

３ 非公開・部分公開の理由 

 

 

 

４ 公開日時：令和  年  月  日  時から 

ただし、変更のある場合は、公開日から起算して３０日以内とする。 

 

５ 公開方法等： 

 

６ 公開場所等：採択協議会事務局受付カウンター 

 

７ 備考 
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第１３号議案 

学校運営協議会委員の任命について 

学校運営協議会委員に別紙の者を任命することについて議決を求める。 

令和６年４月２２日提出 

                  吉川市教育委員会教育長 戸張利恵   

提案理由 

学校運営協議会委員を任命したく、吉川市学校運営協議会規則第８条の１の規定によ

り、この案を提出するものである。 

 



ふりがな
氏　　名

小山
お や ま

　健一
けんいち

吉川市スポーツ協会会長 80歳代 3期

本間
ほ ん ま

　寛
ひろ

隆
たか

吉小クラブ会員 50歳代 3期

吉岡
よしおか

　弘美
ひ ろ み

吉川市主任児童委員 50歳代 3期

清原
きよはら

　雅子
ま さ こ

学区内こども園園長 70歳代 3期

中里
なかざと

　繁
しげ

守
もり

学区内自治会長 70歳代 3期

野辺　茂樹
の べ し げ き

吉川市立南中学校　校長 50歳代 1期

小林
こばやし

　央士
ひ さ し

吉川市立北谷小学校　校長 50歳代 3期

五十嵐　修
い が ら し お さ む

元教育長職務代理者を務め、また幼稚園の経
営など、本校児童や地域の実情にも詳しく信頼
を得ている。

60歳代 3期

髙﨑　康男
た か さ き や す お

現旭自治連合会の会長を務めており、地域の
実情に詳しく、地域住民からも信頼を得てい
る。

70歳代 3期

桑原
くわはら

　飛鳥
あ す か 本校ＰＴＡ会長を務めており、保護者の意見や

考えをまとめ、代弁する上での適任者である。
30歳代 1期

新井
あ ら い

　作一
さくいち 民生・児童委員として、学区内の実情に詳しく、

日頃から本校児童とも関わっている。
60歳代 1期

岡田
お か だ

　正輝
ま さ き 下内川自治会長を務めており、地域の実情に

詳しく、地域住民からも信頼を得ている。
70歳代 2期

林
はやし

　晴彦
はるひこ

吉川市立東中学校　校長 60歳代 3期

小林
こばやし

　和雄
か ず お

吉川市立三輪野江小学校　校長 50歳代 1期

若林
わかばやし

　元城
は る き

幼稚園園長 50歳代 3期

土屋
つ ち や

　雄志
ゆ う じ

三輪野江小学校保護者 40歳代 3期

飯田
い い だ

　勝
まさる

元小松川自治会　会長 60歳代 3期

荒井
あ ら い

　憲子
の り こ

民生委員・児童委員 70歳代 3期

宮部
み や べ

　政夫
ま さ お

元三輪野江小ＰＴＡ　会長 50歳代 3期

林
はやし

　晴彦
はるひこ

吉川市立東中学校　校長 60歳代 3期

土倉
つちくら

　知子
さ と こ

吉川市立旭小学校　校長 50歳代 2期

令和６年度　吉川市学校運営協議会委員名簿

学校名 主たる推薦理由 区分 期数

吉
川
小
学
校

旭
小
学
校

三
輪
野
江
小
学
校

別紙
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ふりがな
氏　　名

中村　良廣
なかむら よしひろ 元公立中学校長であり、学校経営、運営の識

見が豊富である。
70歳代 3期

吉澤　力
よしざわ つとむ 関小アドバンスクラブ運営者として、学校運営

の支えとなっている。
60歳代 3期

伊藤　映子
い と う え い こ 関小元保護者、元PTA会長である。地域でも活

動を行っている。
60歳代 3期

小林　聡
こばやし さとる 令和4年度PTA会長

令和5年度PTA会長
40歳代 3期

米田
よ ね だ

　清美
き よ み

長年にわたり交通指導員として、関小学校児童
の姿を見ていただき、指導していただいてい
る。

50歳代 2期

相沢
あいざわ

　一弘
かずひろ

吉川市立中央中学校　校長 50歳代 1期

馬場
ば ば

　重弘
しげひろ

吉川市立栄小学校　校長 50歳代 2期

荒井
あ ら い

　一美
ひ と み

幼稚園園長、吉川市教育委員 60歳代 3期

雨宮　文範
あめみや ふみのり 民生委員・児童委員、元学校評議員、ボーイス

カウト（八潮）
70歳代 3期

谷口　嚴
たにぐち いわお

中新田自治会長 80歳代 3期

柳澤
やなぎさわ

　一之
かずゆき

スクールガード・リーダー 80歳代 2期

鈴木
す ず き

　若菜
わ か な

ＰＴＡ本部役員 30歳代 1期

野辺
の べ

　茂樹
し げ き

吉川市立南中学校　校長 50歳代 1期

窪田
く ぼ た

　和彦
かずひこ

吉川市立吉川小学校　校長 50歳代 2期

寺山　友也
てらやま ともなり 元小学校長であり、学校教育に関して経験に

基づく専門的な意見を幅広く聞くことができる。
60歳代 3期

志賀　廣夫
し が ひ ろ お

元首都大学東京准教授で教育学を教えてい
た。ボランティアで地域活動に積極的に参加
し、子供との関わりを多く持っている。

70歳代 3期

長谷川　健一
は せ が わ け ん い ち

現自治会長であり、長年地域の発展のために
ご尽力いただいている。東中学校の学校評議
員を務めた経験があり、小中連携の視点に関
する意見を聞くことができる。

70歳代 3期

阿部　由美子
あ べ ゆ み こ

元PTA会長であり、現在、民生委員・児童委員
を務めている。家庭・地域や児童に関する情報
等、幅広く共有することができ、児童虐待や不
登校に対する支援が期待できる。

50歳代 3期

飯塚
いいづか

　貴利
たかとし 現ＰＴＡ会長であり、本校の活動内容に精通し

ている。
40歳代 2期

相沢
あいざわ

　一弘
かずひろ

吉川市立中央中学校　校長 50歳代 1期

清水
し み ず

　孝二
こ う じ

吉川市立関小学校　校長 60歳代 2期

期数学校名 主たる推薦理由 区分

関
小
学
校

北
谷
小
学
校

栄
小
学
校
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ふりがな
氏　　名

新井
あ ら い

　一弘
かずひろ

教職経験者。本校で3年間校長として勤務。校
長まで勤め上げた見識から幅広い意見を頂け
る。

60歳代 2期

大杉
おおすぎ

　次男
つ ぎ お 学校開放団体役員、地域住民として学校施設

の利用について意見を頂ける。
70歳代 4期

岡田
お か だ

　友之
ともゆき

地域のスクールガードとして見守り活動を行っ
ていただき、児童の様子についてご意見を頂け
る。

70歳代 4期

豊田
と よ だ

　梨恵
り え 本校児童保護者であり、地域住民である。保護

者の視点から学校運営への意見を頂ける。
40歳代 2期

戸張
と ば り

　正雄
ま さ お 地域の自治会長。地域まちづくり協議会のリー

ダーとして地域防災に関する見識が深い。
70歳代 2期

伴野
と も の

　忠
ただし

吉川市立吉川中学校　校長 50歳代 2期

菊名
き く な

　久子
ひ さ こ

吉川市立美南小学校　校長 50歳代 2期

蔦森
つたもり

　邦雄
く に お

元美南小学校校長 60歳代 1期

榎本
えのもと

　ゆかり 現本校ＰＴＡ副会長 40歳代 1期

石井
い し い

　亮
あき

英
ひで 美南１区自治会長

現本校PTA会長
40歳代 4期

五味
ご み

　徳子
の り こ

民生委員・児童委員 70歳代 4期

大月
おおつき

　浩史
ひ ろ し

保育園経営・臨床心理士 40歳代 4期

伴野
と も の

　忠
ただし

吉川市立吉川中学校　校長 50歳代 2期

石﨑
いしざき

　朋史
ともふみ

吉川市立中曽根小学校　校長 50歳代 2期

鈴木　博
すずき ひろし

旧学校評議員、学識経験者 70歳代 3期

菊池
き く ち

　紗耶香
さ や か

令和６年度ＰＴＡ顧問 30歳代 2期

鈴木
す ず き

　真理
ま り

主任児童委員 50歳代 2期

成田　千鶴
な り た ち づ る

民生委員・児童委員 60歳代 3期

平方
ひらかた

　恵
めぐみ

令和６年度ＰＴＡ会長 40歳代 1期

土倉
つちくら

　知子
さ と こ

吉川市立旭小学校　校長 50歳代 2期

小林
こばやし

　和雄
か ず お

吉川市立三輪野江小学校　校長 50歳代 1期

学校名 主たる推薦理由 期数

中
曽
根
小
学
校

美
南
小
学
校

東
中
学
校

区分
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ふりがな
氏　　名

豊田
と よ だ

　正一
まさかず

平成25年度～27年度本校校長を務めた 60歳代 1期

福永　朋子
ふ く な が と も こ

令和3年度ＰＴＡ会長 50歳代 3期

松澤　鈴子
ま つ ざ わ れ い こ 地元で小売店を経営し、地域に関して精通して

いる。
60歳代 3期

戸張
と ば り

　計
けい

子
こ 本市の主任児童委員として、幅広い視点からご

意見をいただく。
50歳代 3期

加﨑　洋一
か さ き よ う い ち 令和2年度まで本校の保護者であった。保護者

の視点から幅広くご意見をいただく。
50歳代 3期

窪田
く ぼ た

　和彦
かずひこ

吉川市立吉川小学校　校長 50歳代 2期

小林
こばやし

　央
ひさし

士 吉川市立北谷小学校　校長 50歳代 3期

清水
しみず

　順子
じゅんこ

昨年度まで学校運営協議会委員 60歳代 3期

鈴木
すずき

　邦夫
くにお

昨年度まで学校運営協議会委員 80歳代 3期

水谷
みずたに

　直也
なおや

昨年度まで学校運営協議会委員 50歳代 3期

佐藤
さとう

　久美子
くみこ

昨年度まで学校運営協議会委員 50歳代 3期

海保
かいほ

　千年
ちとせ

昨年度まで学校運営協議会委員 50歳代 3期

清水
しみず

　孝二
こうじ

吉川市立関小学校　校長 60歳代 2期

馬場
ばば

　重弘
しげひろ

吉川市立栄小学校　校長 50歳代 2期

細井　徳次郎
ほ そ い と く じ ろ う

元校長としての高い見識があるため 70歳代 4期

深井　正己
ふ か い ま さ み 長きに渡り学校区の自治会活動を行っているた

め
60歳代 4期

石井　亮英
い し い あ き ひ で

美南地区連合会会長 40歳代 4期

永澤　茉耶
な が さ わ ま や

保育園園長 40歳代 4期

谷本　友希子
た に も と ゆ き こ

吉川中学校保護者 40歳代 4期

菊名　久子
き く な ひ さ こ

吉川市立美南小学校　校長 50歳代 2期

石﨑
いしざき

　朋史
ともふみ

吉川市立中曽根小学校　校長 50歳代 2期

南
中
学
校

中
央
中
学
校

吉
川
中
学
校

学校名 主たる推薦理由 区分 区分
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